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☆  （２０２３年４月３日現在適用中） 

 商 品 名 「ＷＥＢ契約マイカーローン（来店不要型）」 

 

 

 

 

 

融 資 対 象 者 

 

以下のすべてを満たす個人の方 

・融資実行時の年齢が満１８歳以上満７０歳未満の方 

・返済可能な収入が見込める方 

・保証会社の保証が受けられる方 

・申込時点で当社に普通預金口座をお持ちの方 

 融 資 額 ・５０万円以上１，０００万円以内（１万円単位） 

 

 

 

 
 

 

資 金 使 途 

 

 

 
 

 

・自家用の自動車、自動二輪車購入資金 

・運転免許証の取得費用 

・車検、修理費用、カー用品購入資金 

・当社マイカーローンとの一本化に伴う借換資金 
（車輌売却（廃車）後の借換え資金も可能） 

・他の金融機関のマイカーローン借換資金 

（残価設定型ローン借換資金を含む） 

 

〔補足説明〕 

・自動車・自動二輪車は中古も対象となります 
・家族名義の購入等の費用も対象となります 

（家族の定義：一親等内、同居の有無関係なし） 

・借換資金の場合は、直近６ヵ月以内の返済に遅延がないことが条件となりま

す 

・以下の①～⑥の資金は除きます 

①個人間売買による購入資金 

②事業性資金 

③投機等資金 

④ナンバーを取得しない、または取得できない車輌の購入資金 

⑤事故等による相手方の修理代金 

⑥車輌等売却（廃車）後の他の金融機関からの借換え資金 

 融 資 期 間 ・１年以上１０年以内（６ヵ月単位） 

 融 資 金 利 ・金利変動型 

  金 利 変 動 型 ・所定の基準・頻度により金利が変動します 

   基 準 ・当社短期プライムレートを「基準金利」とします 

   頻 度 ・毎年４月１日と１０月１日の「基準金利」を基準として年２回見直しを行い

ます 

 融 資 金 利 引 下 げ ・以下のいずれかの条件を充足することで、最大年１．０％を引き下げます 
※条件Ⅰ・Ⅱについて複数該当しても併用はできません 

※ローン実行時に条件確認し、完済時まで金利引き下げの見直しは行いません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 条 件 Ⅰ ・ローンのご利用店舗で以下のいずれかのお取引がある方は年１．０％を引き

下げます 

①給与振込のご指定 

※「給与振込のご指定」は当社所定の給与振込が対象となります 

②年金振込のご指定 

※「年金振込のご指定」は当社所定の年金振込が対象となります 

③住宅ローン 

④住宅金融支援機構融資（団体貸付除く） 

  条 件 Ⅱ ・当社より発送する金利引き下げの「お知らせ」ハガキ（有効期限内）を提示

された方は、年０．２５％を引き下げます 
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 融 資 形 式 ・証書貸付 

 返 済 方 法 ・毎月元利均等返済 

毎月決まった金額（元金＋利息）を、返済用預金口座より自動引き落とし

させていただきます 

・元金の５０％以内で半年毎の増額返済を併用可 

  返 済 額 の 変 更 ・以下のルールにより変更します 

   金 利 変 動 型 ・融資後２回目の１０月１日の融資金利等に基づいて毎回の返済額の見直しを

行い、以降も２年毎に同様に毎回の返済額の見直しを行います 

・返済額の見直し時期が到来するまでに融資金利の変動があった場合でも、

返済額の元金部分と利息部分の割合を調整することで毎回の返済額は変更

しません 

・見直しにより毎回の返済額を変更した場合、新返済額は旧返済額の１．２５倍

を上限とします 

・借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として期日に一括返済

していただきます 

 保 証 会 社 ・株式会社ジャックス 

 保 証 人 ・不要 

 保 証 料 ・融資金利に含みます 

☆ 繰り上げ返済手数料 ・［一部・全額繰り上げ返済］８，８００円（税込） 

※借入経過年数１年以上、かつ借入残高１００万円以上の場合 

 返 済 額 試 算 ・店舗窓口にお申し出くだされば、試算します 

 金 利 情 報 ・大垣共立銀行ホームページでご確認いただくか、店舗窓口にお問い合わせく

ださい 

 そ の 他 ・融資実行時年齢が満１８歳以上満２０歳未満の場合は所得証明書類の提出が

必要となります。 

・融資額５００万円超の場合、または５００万円以内の場合でも保証会社が

必要と判断した場合は所得証明書類の提出が必要となります 

・融資金は、返済用預金口座へ融資額を入金後、支払先（借換えの場合は既往

借入先の返済用預金口座）あてに振込することが条件になります。なお、

その振込みの振込手数料は無料とします 

 


